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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一部が切除されたシート状材料が積層され、且つ相互に固定されて、患者の腫瘍位置と
形状に対応した空隙が形成され、前記シート状材料には、積層されることで前記空隙を形
成する空隙部分が、パンチングにより形成されていることを特徴とする粒子線照射用コン
ペンセータ。
【請求項２】
　前記積層されたシート状材料は、互いに接着されて固定されていることを特徴とする請
求項１または請求項１記載の粒子線照射用コンペンセータ。
【請求項３】
　前記積層されたシート状材料は、互いに溶着されて固定されていることを特徴とする請
求項１または請求項１記載の粒子線照射用コンペンセータ。
【請求項４】
　前記積層されたシート状材料は、箱体内部に配置されて固定されていることを特徴とす
る請求項１記載の粒子線照射用コンペンセータ。
【請求項５】
　前記積層されたシート状材料は、テープにより固定されていることを特徴とする請求項
１または請求項１記載の粒子線照射用コンペンセータ。
【請求項６】
　前記シート状材料は、積層された面が粒子線の照射方向と略直交する方向に積層された
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ことを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか一項記載の粒子線照射用コンペンセー
タ。
【請求項７】
　粒子線照射用コンペンセータの形状データを取得する形状データ取得手段と、
　粒子線照射用コンペンセータのシート状材料を供給する材料供給手段と、
　前記シート状材料をパンチング加工するパンチング加工手段と、
　加工済みの前記シート状材料の形状を検査する形状検査手段と、
　前記検査済みのシート状材料を組み立てる組立手段と、
を備え、
　前記パンチング加工手段は、前記シート状材料に、積層されることで患者の腫瘍位置と
形状に対応した空隙を形成する空隙部分を、前記パンチング加工により形成する
　ことを特徴とする粒子線照射用コンペンセータ製造装置。
【請求項８】
　前記材料の組立手段は、前記シート状材料を積層する積層手段を含むことを特徴とする
請求項７記載の粒子線照射用コンペンセータ製造装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、陽子線や炭素線等の粒子線を用いた粒子線治療装置とともに使用される粒子
線照射用コンペンセータ及びその製造装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図６には、下記非特許文献１に記載された陽子線を用いる放射線治療装置の従来例が示
される。図６において、放射線治療装置から照射された陽子線ビーム３９は、散乱体４０
、４１により散乱されてビームサイズが大きくされる。この陽子線ビーム３９は、ビーム
強度モニタ４２により強度がモニタされ、装置の制御用のコンピュータ４３に強度データ
が入力される。また、陽子線ビーム３９は、水カラム４４によりエネルギーが一様に減衰
され、マルチリーフコリメータ４５ａ，４５ｂによりビーム幅が制限される。さらに、陽
子線ビーム３９は、コンペンセータ４６により、そのエネルギーが人体４７内の腫瘍等の
照射ターゲット４８の形状に合わせて減衰される。このコンペンセータ４６は、水と同様
なエネルギー減衰をもたらすアクリル樹脂等で構成される。
【０００３】
　陽子線のような粒子線の場合、一般に表面より深い部分において放射線線量が大きくな
る線量集中性を示すため、線量が一番大きくなる位置に腫瘍を配置して照射する必要があ
る。そこで、図６に示されるように、コンペンセータ４６を、照射ターゲット４８である
腫瘍の最も深い位置の表面形状と同様な表面形状を有するように成型すれば、腫瘍への線
量を最大にできるとともに、腫瘍のすぐ後方にある脊髄４９等の放射線に弱い臓器に放射
線を当てないように放射線を照射でき、脊髄４９等を保護することができる。
【非特許文献１】Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｐｈｙｓｉｃｓ．１０（３），Ｍａｙ／Ｊｕｎｅ．１
９８３，Ｋａｎａｉ　ｅｔ　ａｌ．
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上記従来の技術においては、照射ターゲット４８である腫瘍の形状に合わせた
コンペンセータ４６を用いる必要があるため、患者ごとに、さらに患者へ照射する方向ご
とにコンペンセータ４６を作製し、治療時に交換しなければならず、コンペンセータ４６
の製造コストが高くなるとともに、治療に要する時間が長くなるという問題があった。ま
た、正常組織に副作用を与えないための必須の照射方法である多方向照射を短時間で実行
することができないという問題もあった。さらに、コンペンセータ４６の作製は、通常、
数値制御コンピュータと切削機による削り加工により行っており、コンペンセータ４６の
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１個当たりの加工時間は４０分以上かかり、複雑な形状の場合には、４時間を超える長時
間加工作業が必要とされるなどの問題があった。
【０００５】
　本発明は、上記従来の課題に鑑みなされたものであり、その目的は、短時間に容易に作
製できる精度の良い粒子線用コンペンセータ及びその製造装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明は、粒子線照射用コンペンセータであって、一部が
切除されたシート状材料が積層され、且つ相互に固定されて、患者の腫瘍位置と形状に対
応した空隙が形成されたことを特徴とする。
【０００７】
　ここで、上記シート状材料は、パンチングにより一部が切除されたことを特徴とする。
【０００８】
　また、上記積層されたシート状材料は、互いに接着または溶着されて固定されているの
が好適である。
【０００９】
　また、上記積層されたシート状材料は、箱体内部に配置されて固定されていてもよい。
【００１０】
　また、上記積層されたシート状材料は、テープにより固定されていてもよい。
【００１１】
　また、上記シート状材料は、積層された面が粒子線の照射方向と略直交する方向に積層
されているのが好適である。
【００１２】
　また、本発明は、粒子線照射用コンペンセータ製造装置であって、粒子線照射用コンペ
ンセータの形状データを取得する形状データ取得手段と、粒子線照射用コンペンセータの
材料を供給する材料供給手段と、前記材料をパンチング加工するパンチング加工手段と、
加工済みの前記材料の形状を検査する形状検査手段と、前記検査済みの材料を組み立てる
組立手段と、を備えたことを特徴とする。
【００１３】
　また、上記材料としては、シート状材料を用いるのが好適である。
【００１４】
　また、上記材料の組立手段は、前記シート状材料を積層する積層手段を含むことを特徴
とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、一部が切除されたシート状材料を積層することにより粒子線照射用コ
ンペンセータを形成するので、短時間に容易に作製することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明を実施するための最良の形態（以下、実施形態という）を、図面に従って
説明する。
【００１７】
実施形態１．
　図１には、本発明の実施の形態１に係る粒子線照射用コンペンセータの斜視図が示され
る。図１において、構造体１００は、シート状材料１を積層して構成されており、各シー
ト状材料１には、くり抜かれた空隙部分２が形成されている。この構造体１００には、粒
子線ビーム９が照射される。図の矢印の向きが粒子線ビーム９の入射方向を示している。
ここで、上記空隙部分２は、各シート状材料１を各々決められた順番と方向で積層すると
、患者の腫瘍位置と形状に対応した形状の空隙１０１が構造体１００の内部に形成される
ように各シート状材料１に形成されている。なお、上記空隙１０１が形成された構造体１
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００が、本発明にかかる粒子線照射用コンペンセータに相当する。
【００１８】
　上記シート状材料１としては、水とほぼ密度が等しい材料を用いる。例えば、厚さが１
ｍｍないし１０ｍｍのアクリル材が適するが、より好ましい厚さは３ｍｍないし５ｍｍで
ある。
【００１９】
　また、上記構造体１００は、シート状材料１を積層し、これらを接着または溶着するこ
とにより固定して形成される。また、図示しない箱体内に積み上げることによっても実現
できる。図１の場合、粒子線ビーム９は鉛直上方から到来し、積層されたシート状材料１
の面に略直交する方向に入射するため、シート間に微小な空気層が存在した場合でも、粒
子線ビーム９が空気層から漏洩することがなく、粒子線ビーム９を所定の人体深さで正確
に停止させることができる。
【００２０】
　本実施形態にかかる粒子線照射用コンペンセータである構造体１００の１個当たりの作
製時間は、５分から１５分であり、従来の削り加工が４０分から４時間以上かかるのに比
べ、大幅に作製時間の短縮を図ることができる。
【００２１】
　図２には、本実施形態にかかる粒子線照射用コンペンセータの他の例の斜視図が示され
る。図２において、図１との違いは、シート状材料１の各シート面と粒子線ビーム９の進
行方向が平行になる点である。その結果、各シート間の微小な空気層を介して粒子線ビー
ム９の一部が直接人体に入射される可能性がある。もし粒子線照射用コンペンセータで体
内の到達距離を調節されていない高エネルギー粒子線が混入すると、腫瘍より深い位置の
正常組織が損傷する可能性がある。これを回避するために、図２の例においては、シート
状材料１の各シート間を完全に接着または溶着するか、薄いプラスチックテープにより固
定して空気層の混入を完全に排除すればよい。
【００２２】
　なお、シート状材料１としては、上述したようにアクリルが好ましいが、他の例として
は、比重が１に近いポリ塩化ビニル、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン等の
各種樹脂を使用することができる。
【００２３】
実施形態２．
　図３には、本発明の実施の形態２に係る粒子線照射用コンペンセータ製造装置の構成例
のブロック図が示される。また、図４には、粒子線照射用コンペンセータ製造装置の機器
構成例が示される。さらに、図５には、上記粒子線照射用コンペンセータ製造装置の制御
プログラムのフローが示される。
【００２４】
　図３において、粒子線照射用コンペンセータ製造装置は、粒子線照射用コンペンセータ
の形状データを入力するための形状データ取得手段３と、粒子線照射用コンペンセータを
構成する各セグメント形状の材料となるシート状材料１をパンチング加工手段５に供給す
る材料供給手段４と、シート状材料１をパンチング加工するためのパンチング加工手段５
と、加工済みのシート状材料１の形状を検査するための形状検査手段６と、検査済みのシ
ート状材料１を取り出すための取出手段７と、取り出したシート状材料１を組み立てる組
立手段８と、を備えている。
【００２５】
　次に、上記粒子線照射用コンペンセータ製造装置の動作について図４及び図５を用いて
説明する。図４において、制御用計算機１１は粒子線照射用コンペンセータ製造装置の動
作を制御し、また操作モニタとしても機能する。
【００２６】
　また、放射線治療計画装置１０は、患者ごとに決まる粒子線照射用コンペンセータの形
状に基づき、構造体１００を形成するために積層される各シート状材料１の形状データを
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算出する。この形状データは、各シート状材料１に形成される空隙部分２の形状に関する
データである。
【００２７】
　制御用計算機１１は、放射線治療計画装置１０が算出した各シート状材料１の形状デー
タを取得する。この形状データの取得は、例えば制御用計算機１１がネットワーク経由で
放射線治療計画装置１０から読み込むことにより行うことができる（図５のＳ１）。この
場合、制御用計算機１１は、図３に示された形状データ取得手段３として機能している。
【００２８】
　次に、図４では、パンチング加工前のシート状材料１が縦方向に積まれており、制御用
計算機１１の制御命令に従い、材料ローダー制御部１２と水平移動アクチュエータ１３、
垂直移動アクチュエータ１４により１枚ずつ材料ホルダー２１の装着位置に移送される。
ホルダードライブ部２０は、パンチ加工駆動制御部／形状検査制御部１６の指令に基づき
、材料ホルダー２１に保持された加工対象のシート状材料１を１枚単位でパンチング台座
１９に移動させる（図５のＳ２）。ここで、制御用計算機１１、材料ローダー制御部１２
、水平移動アクチュエータ１３、垂直移動アクチュエータ１４、ホルダードライブ部２０
及び材料ホルダー２１が、図３に示された材料供給手段４として機能している。
【００２９】
　パンチング台座１９に移動したシート状材料１は加工対象ワークとなり、パンチ加工駆
動制御部／形状検査制御部１６からのパンチドライブ信号により、パンチ位置走査駆動部
１７が２次元平面上の指定位置に移動し、パンチ刃型１８を下側に駆動して加工対象ワー
クとなったシート状材料１の打ち抜きを行う。打ち抜きが終わるとパンチ位置走査駆動部
１７がパンチ刃型１８を次の指定位置へ移動させ、上記同様に打ち抜き動作を行う。この
ようにして、放射線治療計画装置１０から制御用計算機１１が取得した形状データに規定
されたパンチ加工工数分の移動と打ち抜きを繰り返し行うと、シート状材料１の打ち抜き
動作が完了し、所望の形状の空隙部分２がシート状材料１に形成される（図５のＳ３）。
ここで、パンチ加工駆動制御部／形状検査制御部１６、パンチ位置走査駆動部１７及びパ
ンチング台座１９が、図３に示されたパンチング加工手段５として機能している。打ち抜
き１回のサイズはパンチ刃型１８の抜型の縦横のサイズで決まるが、そのサイズの一方は
製作する粒子線照射用コンペンセータの分解能と一致させ、通常は３ｍｍから１０ｍｍと
し、もう一方のサイズは分解能より大きくして５ｍｍから３０ｍｍ程度とする。なお、パ
ンチング方法としては加工時間が短くなるタレットパンチングが好ましく、シート状材料
１のパンチング加工と構造体１００を形成するためのシート状材料１の接着や溶着等の工
程を含めて約１５分で粒子線照射用コンペンセータの製作が行える。
【００３０】
　パンチング加工が完了したシート状材料１は、ホルダードライブ部２０によりシート置
台２３に移送され、検査位置にセットされる。パンチング加工済みのシート状材料１は、
ＣＣＤカメラ２４で撮像され、シート状材料１の全体形状を撮像した画像データがパンチ
加工駆動制御部／形状検査制御部１６に送られる。パンチ加工駆動制御部／形状検査制御
部１６は、上記画像データにより表されるシート状材料１に形成された空隙部分２の形状
と放射線治療計画装置１０で作成された当該空隙部分２の計画形状との比較を行う（図５
のＳ４）。ここで、パンチ加工駆動制御部／形状検査制御部１６、シート置台２３及びＣ
ＣＤカメラ２４が、図３に示された形状検査手段６として機能している。この比較の結果
、形状の差が一定の範囲内である場合には、ホルダードライブ部２０が、パンチング加工
済みのシート状材料１を合格品としてシート置台２３から取り出す（図５のＳ５）。ここ
で、上記ホルダードライブ部２０が、図３に示された取出手段７として機能している。取
り出されたシート状材料１は、ホルダードライブ部２０がコンペンセータブロックケース
２６に収納し、シート状材料１を積層する。これにより、構造体１００が組み立てられる
（図５のＳ６）。なお、各シート状材料１は、前述したように接着、溶着等により固定さ
れてもよい。ここで、ホルダードライブ部２０及びコンペンセータブロックケース２６が
、図３に示された組立手段８として機能している。この場合、ホルダードライブ部２０が
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、本発明にかかる、シート状材料１を積層する積層手段に相当する。
【００３１】
　なお、加工後のシート状材料１に形成された空隙部分２の形状と計画形状との差が一定
の範囲を超えている場合には、加工済みシート状材料１は不合格品として不良品収納箱２
７に投入され、同一構造体１００のためのパンチング再加工が行われる。
【００３２】
　以上に説明した本発明によれば、一部を切除したシート状材料１を積層し、接着等によ
り固定して構造体１００を構成することで、精度の良いコンペンセータを安価かつ迅速に
製作できる。
【００３３】
　また、シート状材料１の一部をパンチングにより切除して空隙部分２を形成したことに
より、多層状の構造体１００の材料を短時間で容易に作製できる。
【００３４】
　また、構造体１００は、積層したシート状材料１を互いに接着または溶着して形成した
ことにより、多層状の粒子線照射用コンペンセータを容易に作製できる。
【００３５】
　また、構造体１００は、箱体であるコンペンセータブロックケース２６内に配置して形
成してもよく、多層状の粒子線照射用コンペンセータを容易に作製できる。
【００３６】
　また、構造体１００は、積層したシート状材料１をテープで固定してもよく、多層状の
粒子線照射用コンペンセータを容易に作製できる。
【００３７】
　また、シート状材料１の積層面を照射ビーム軸と略直交するように配置することにより
、粒子線の体内停止位置を高精度に設定できる。
【００３８】
　また、形状データ取得手段３と、材料供給手段４と、パンチング加工手段５と、形状検
査手段６と、組立手段８を備えることにより、高精度かつ加工時間が短い粒子線照射用コ
ンペンセータ製造装置を提供できる。
【００３９】
　また、構造体１００の材料として、シート状材料１を用いたので、パンチング加工を簡
便に実施できる粒子線照射用コンペンセータ製造装置を提供できる。
【００４０】
　また、粒子線照射用コンペンセータの組立手段として、シート状材料１を積層する手段
を採用することで、組み立て作業が効率的になる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の実施形態１に係る粒子線照射用コンペンセータの斜視図である。
【図２】本発明の実施形態１に係る他の粒子線照射用コンペンセータの斜視図である。
【図３】本発明の実施形態２に係る粒子線照射用コンペンセータ製造装置のブロック図で
ある。
【図４】本発明の実施形態２に係る、粒子線照射用コンペンセータ製造装置のより詳細な
機器構成例を示す図である。
【図５】本発明の実施形態２に係る粒子線照射用コンペンセータ製造方法のフロー図であ
る。
【図６】従来の陽子線照射装置を使用した治療状態を示す説明図である。
【符号の説明】
【００４２】
　１　シート状材料、２　空隙部分、３　形状データ取得手段、４　材料供給手段、５　
パンチング加工手段、６　形状検査手段、７　取出手段、８　組立手段、９　粒子線ビー
ム、１０　放射線治療計画装置、１１　制御用計算機、１２　材料ローダー制御部、１３
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　水平移動アクチュエータ、１４　垂直移動アクチュエータ、１６　パンチ加工駆動制御
部／形状検査制御部、１７　パンチ位置走査駆動部、１８　パンチ刃型、１９　パンチン
グ台座、２０　ホルダードライブ部、２１　材料ホルダー、２３　シート置台、２４　Ｃ
ＣＤカメラ、２６　コンペンセータブロックケース、２７　不良品収納箱、３９　陽子線
ビーム、４０、４１　散乱体、４２　ビーム強度モニタ、４３　コンピュータ、４４　水
カラム、４５ａ，４５ｂ　マルチリーフコリメータ、４６　コンペンセータ、４７　人体
、４８　照射ターゲット、４９　脊髄、１００　構造体、１０１　空隙。

【図１】

【図２】

【図３】
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